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当
所
と
栃
木
市
で
共
同
策

定
し
た
「
事
業
継
続
力
強
化

支
援
計
画
」
が
、
栃
木
県
よ

り
認
定
さ
れ
た
。

　
「
事
業
継
続
力
強
化
支
援

計
画
」
は
、
小
規
模
事
業
者

の
災
害
等
へ
の
事
前
の
備
え
、

事
後
の
い
ち
早
い
復
旧
を
支

援
す
る
た
め
、
商
工
会
又
は

商
工
会
議
所
が
、
そ
の
地
区

を
管
轄
す
る
市
町
と
共
同
し

て
小
規
模
事
業
者
の
事
業
継

続
力
強
化
の
取
組
を
支
援
す

る
た
め
に
作
成
す
る
も
の
。

　

当
該
計
画
は
、
令
和
２
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３

月
31
日
の
５
ヶ
年
を
実
施
期

間
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
当

所
管
内
事
業
所
の
実
態
、
災

害
リ
ス
ク
、
感
染
症
リ
ス
ク

を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た
リ
ス

ク
に
対
す
る
事
前
の
対
策
や

リ
ス
ク
発
生
時
に
お
け
る
指

揮
命
令
系
統
・
連
絡
体
制
の

構
築
、
リ
ス
ク
発
生
時
の
対

応
、
被
災
事
業
者
に
対
す
る

支
援
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
い

る
。

　

な
お
、
リ
ス
ク
に
対
す
る

事
前
の
対
策
に
つ
い
て
は
、

職
員
の
巡
回
訪
問
時
や
窓
口

相
談
等
の
業
務
時
に
、
災
害

リ
ス
ク
の
周
知
を
図
る
ほ
か
、

事
業
者
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
作
成
支
援

を
行
う
な
ど
、
事
業
者
の
リ

ス
ク
回
避
に
向
け
た
対
策
を

実
施
す
る
。

　

当
所
管
内
で
は
、
大
型
台

風
の
発
生
に
よ
り
洪
水
で
被

災
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会

員
の
皆
様
に
は
、
自
社
の
災

害
リ
ス
ク
の
再
確
認
を
お
願

い
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ

の
策
定
に
も
お
取
り
組
み
い

た
だ
き
た
い
。

　

そ
の
た
め
、
事
業
者
B
C
P

や
事
業
者
が
策
定
す
る
事
業

継
続
力
強
化
計
画
の
ご
支
援

を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

【
掲
載
先
】

栃
木
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.pref.tochigi.

lg.jp/f03/ninteikeikaku.
htm
l

）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

中
小
企
業
相
談
所　

　

℡
23
︱
３
１
３
１

　

当
所
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
る
会
員
企
業
を
対
象
に

中
小
企
業
診
断
士
に
よ
る
専

門
的
な
経
営
相
談
会
を
左
記

に
よ
り
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

●
日
時

　

２
月
・
３
月
の
毎
週
水
曜
日

　

10
時
～
17
時

●
会　

場

　

301
会
議
室

●
相
談
員

　

中
小
企
業
診
断
士

●
相
談
内
容

県
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
・

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補

助
金
の
申
請
等　

●
相
談
料

　

無
料

●
申
込
み

　

�

事
前
予
約
の
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

中
小
企
業
相
談
所

　

℡
23
︱
３
１
３
１

　

１
月
13
日
に
、
栃
木
県
に

緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
２
月
７

日
（
日
）
ま
で
営
業
時
間
短

縮
に
協
力
し
た
県
内
全
域
の

飲
食
店（
カ
ラ
オ
ケ
店
含
む
）

に
対
し
、
営
業
時
間
短
縮
協

力
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。そ
の
申
請
受
付
が
、

２
月
８
日
（
月
）
か
ら
は
じ

ま
り
、
３
月
５
日
（
金
）
が

締
切
と
な
る
。　

　

申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

早
め
の
ご
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
細
を
３
Ｐ
に
記
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画

　
　
　
　
　

栃
木
県
よ
り
認
定

事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画

　
　
　
　
　

栃
木
県
よ
り
認
定

冬の感染防止対策

・人との間隔はできるだけ空けましょう。

・会話をするときは、
できるだけ真正面を
避けましょう。

・外出時や屋内でも会話をするときは、症
状がなくてもマスクを着けましょう。

・咳エチケットを徹底しましょう。

・家に帰ったら、まずは手や顔を洗いましょ
う。

・30秒程度かけて、水と石けんで
丁寧に洗いましょう。

・こまめに手を洗い、手指消毒も
しましょう。

・こまめに換気しましょう。
・風の流れができるよう、２方向の窓を開け
ましょう。
・窓が１つしかない場合は、
入り口と窓を開けましょう。
・適切な湿度(40%以上を目
安）を保つと効果的です。

・毎朝、体温測定しましょう。

・発熱や風邪の症状があるときは、
無理せず、自宅で療養しましょう。

・免疫力を高めるため、十分な休養と
バランスの取れた食事、適度な運動
を心がけましょう。

・冬は夏に比べて水分摂取量
が減るため、水分摂取を心が
けましょう。

①かかりつけ医等最寄りの医療機関に電話してく
ださい。
②かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡できな
い場合は、受診・相談センター(TEL 0570-052-
092）に電話してください。
※診療・検査医療機関を案内します。
※検査の可否は、医師が判断します。

♦日本語以外の相談は、外国人向け新型コロナ
ウイルス相談ホットライン(TEL 028-678-8282)に
電話してください。

１ 身体的距離の確保 ２マスクの着用・咳エチケット

３手洗い ４換気と加湿

５３密の回避 ６適切な運動や食事

７健康チェック ※※発熱等がある場合の受診方法

皆さま一人ひとりの感染症対策が大切です！！

栃木県
～７つの基本～

２
月
・
３
月
は
、
経
営
相
談
体
制
を

　
　
　
　
　
　

 

強
化
し
て
い
ま
す
！

２
月
・
３
月
は
、
経
営
相
談
体
制
を

　
　
　
　
　
　

 

強
化
し
て
い
ま
す
！

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

営
業
時
間
短
縮
協
力
金
の
申
請
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

営
業
時
間
短
縮
協
力
金
の
申
請
に
つ
い
て

〜感染防止対策実施中〜
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●No.348 令和３年２月10日発行　●編集／青年経営者会

令和２年度 臨時総会（書面表決）を開催
　新型コロナウイルスの第３波とされる感染拡大に伴い、栃木県を含む11都府県に緊急事態宣言が発令されたこと
を受け、当会のこれまでの感染拡大期の事業運営の経験等を踏まえ、より効果的・集中的な感染防止策を講じるた
めに、一同に介しての開催を予定していた「令和２年度�臨時総会」を書面表決による総会として開催した。協議
期間は１月27日～２月２日の７日間。
　議案は、第１号議案として令和３年度�役員選任について審議され、小島圭介副会長を会長とする役員37名の選
任案が承認可決決定した。任期については本年４月１日から１年間となるが、これより、令和３年度体制準備のた
めの活動が開始され、事業計画や予算・会員の委員会所属等について今後協議され、４月に予定している通常総会
において審議されることとなる。続いて、第２号議案として令和３年度から令和５年度までの３ヶ年にわたり、一
般会費及び特別会費の賦課についての審議がされ、本件についても承認可決決定した。本案件は、令和 4年度に日
本商工会議所青年部�関東ブロック大会を当会が主管することとなったことから、準備のための事業や諸会議に充
てることとなる。
　令和２年度を迎え、最初の第34回通常総会がオンラインでの開催となり、予定する事業が中止・縮小となってい
るが、今後の例会についても感染の拡大状況を鑑み、「会員の安全を第一に考え、最善の形で会議や事業を開催し
てまいりたい」と若菜会長は方向付けられた。
　また、小島次年度会長予定者は、「猛威を振るう新型コロナウイルスにより地域社会において柔軟な変化が求め
られる中、輝く未来を信じ、YEGとして今の時代にしかできないこと、今の時代だからこそできることを考え、
変化を恐れず、新たなことに挑戦し、サスティナブルな社会の実現を創造していきたい。また、令和 4年度は、先
の関東ブロック大会の前年の年となり、本大会への準備も進めていく中で会員皆様のより一層のご協力をいただき
たい」と方針を示された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営専務　市川　勝美　

　去る１月18日、FMくらら当会オリジナルラジオ番組の放送が開始された。
＝写真。パーソナリティーに吉本興業所属で「栃木市ふるさと大使」の上原
チョーさんをお迎えし、初回は堀会長より当会の紹介を中心に行われた。当
会としては初めての試みであったが、終始和やかなムードで進行され、時間
いっぱいまでトークが繰り広げられた。
　今後は当会会員が順番に出演し、各事業所の情報や取り組み等を伝えてい
く。コロナ禍において活動が制限される中、会員事業所の更なる活性化と当
会の取り組みをPRする場として有効に活用していきたい。

女性経営者会NEWS女性経営者会NEWS

FMくらら女性経営者会オリジナルラジオ番組放送開始！

青年経営者会は、若い経営者や次代を担う後継者の自己研鑽のために、昭和61年10月に創設されました。
現在、約90名のメンバーが所属し、活動を通じて事業の活性化と地域経済の振興を目指しております。
各会員は委員会に所属し、講習会や研修、地域イベント等各事業を推進する中で、会員相互の親睦も積極的
に図られ、ビジネスに結びつく情報交換も活発に行われます。個々のメリットを追求し、明日の企業経営
を切り拓きましょう !!（加入資格：栃木商工会議所の会員事業所であり、満50歳以下）

新入会員を募集しています！ 青年経営者会とは・・・
異業種交流を通じて自己研鑽につとめます

【問い合わせ先】
青年経営者会事務局
℡23－3131

「FMくらら　栃木商工会議所女性経営者会オリジナルラジオ番組」「FMくらら　栃木商工会議所女性経営者会オリジナルラジオ番組」

パーソナリティーは吉本興業所属で「栃木市ふるさと大使」の上原チョーさん。
ラジオで楽しくおしゃべりしながら皆様の事業所の PR をしてみませんか。

放送日 毎月第１・第３月曜の16：00～16：30の30分間生放送
対象者　栃木商工会議所女性経営者会会員

出演者募集中 !出演者募集中 !


